
事業の仕組み 

 

 本委託事業は、水俣・芦北地域雇用創造協議会が実施するもので、以下の仕組みによ

り事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『専門家チーム』について 

水俣・芦北地域雇用創造協議会事務局員及び同協議会が指定する商品開発やマーケティ

ング、流通、デザインプランなどに長けたアドバイザーから構成されるチーム。 

専門家チーム 

③申請書等とりまとめ 

④審査会 

⑤受託事業者決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮完了検査 

 

 

 

⑱委託料支払処理 

水俣・芦北地域 

雇用創造協議会 

①申請書等作成 

〔様式１、様式２〕 

 

 

⑦請書作成〔様式３〕 

 

 

 

 

 

 

 

⑬実績報告書等作成 

〔様式４、様式５〕 

⑯請求書作成 

 

⑳委託料入金 

受託者 

⑪進捗状況報告     ⑫ブラッシュアップ協議（中間審査） 

②申請書等提出 

⑥審査結果通知 

⑧請書提出 

⑭実績報告書提出 

⑲委託料支出 

⑰請求書提出 

⑩ブラッシュアップ協議（キックオフ） 

⑨事業開始 
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